
議 会 運 営 委 員 会

日 時 令和 2年 8月 6日 (木 )

午前 9時 30分～

場 所 第 1委員会室

1.開  会

2.挨 拶

3.議 題

(1)令和 2年 8月 島田市議会臨時会について

①招集告示

令和 2年 7月 30日 (木 )

②会期の決定について

令和 2年 8月 7日 (金 )1日 間  00・ ・

③会議録署名議員 について

議席番号10番・ 11番・ 12番 の議員

④提出議案について

報告 1件、予算 3件、条例 1件 、一般 2件

⑤会議の 日程及び議案の取 り扱いについて

令和 2年 8月 7日 (金)午前 9時 30分 ～

(2)議案質疑の通告締め切 り日について ・
「

令和 2年 8月 6日 (木 )午後 5時

計 7件

資料 1

資料 2

資料 3

資料 1

4。 そ の他

(1)議会運 営委員会 開催 予 定

日時 :令和 2年 8月 7日 (金)午 前 9時～

0会議規則第 35条 の 2に 基づ く資料要 求 の取 り扱 い につ い て

※資料要求があった場合

5。 閉 会



令和2年 8月 6日 議会運営委員会

令和2年 8月 島田市議会臨時会日程 (案 )
資料 1

議会招集告示7月 30日 木

閉会中常任委員会は、
分散開催で実施

月

全員協議会 :午前9時～、閉会中常任委員会 (厚生教育
常任委員会→経済建設常任委員会→総務生活常任委

員会):全員協議会終了後～、予算・決算特別委員会分
科会・全体会 :閉会中常任委員会終了後～

8月 3日

議案送付、議案質疑通
告締め切り:午後5時8月 6日 木 議会運営委員会 :午前9時30分～

8月 7日 金

議会運営委員会 :午前9時00分～ ※資料要求があった場合

【臨時会】:午前9時30分～、全員協議会 (予定)、 議員説
明会、会派代表者会議 :臨時会終了後～

会議録署名議員の指名→ 会期の決定 → 議案上程

(提案理由の説明)→ 議案質疑 → 委員会付託

省略 → 休憩 (討論の通告受付)→ 討論 → 採決

1日 間

月 |1日 曜 日 会 議  内 容 備  考



資料 2
提_出_壺邊_室

番 号 件 名

報告 第 15号 専決処分の報告について (島 田市手数料条例の一部を改正する条例 )

議案 第 91号 令和 2年度島田市一般会計補正予算 (第 7号 )

議案 第 92号 令和 2年度島田市休 日急患診療事業特別会計補正予算 (第 1号 )

議案 第 93号 令和 2年度島田市病院事業会計補正予算 (第 3号 )

議案 第 94号 島田市休 日急患診療所条例の一部を改正する条例について

議案 第 95号 財産の取得について (消防ポンプ自動車 )

議案 第 96号 財産の取得について (GIGAス クール対応情報機器 )



資料 3

説 明 質疑 討論 採 決順序 議案番号 件 名

○報告 第 15号 専決処分の報告について (島 田市手数料条例の一部

を改正する条例 )

令和 2年度島田市一般会計補正予算 (第 7号 )

令和 2年度島田市病院事業会計補耳予算 (第 3号 )

島田市休 日急患診療所条例の一部 を改正す る条例に

ついて

財産の取得について (消防ポンプ自動車)

取得について (GIGAス クール対応情報機

会計補正予令和 2年度島田市休日
算 (第 1号)

○ ○ ○議案 第 91号

○○ ○議案 第 92号

○ ○ ○4 議案 第 93号

○○ ○議案 第 94号

議案 第 95号

―○

○ ―○ ―○

議案 第 96号

い

2 議案の流れ

報告第15号、議案第91号～議案第96号 計 7件 を一括説明

レ｀ の =

資料要求がなかった場合 資 料 要 求 が あ っ た 場 合 ※本会議前に議会運営委員会を開催

↓

資料要求についてを日程追加 。議題

↓

資料要求についてを採決 → 可決

↓

【休憩】 (資料配布)≪再 開≫

報告第15号 (質疑)⇒ 地自治法第180条第 2項の規定により終了

↓

議案第91号 (質疑)⇒ 委員会付託省略

↓

議案第92号 (質疑)→ 委員会付託省略

↓

議案第93号 (質疑)⇒ 委員会付託省略

↓

議案第94号 (質疑)⇒ 委員会付託省略

↓

議案第95号 。第96号 (質疑)⇒ 委員会付託省略

↓

【休憩】 ※討論の通告受付

↓                  ・

≪再開≫

議案第91号 (討論)⇒ 採決

議案第92号 (討論)⇒ 採決

議案第93号 (討論)⇒ 採決

議案第94号 (討論)⇒ 採決

議案第95号・第96号 (討論)⇒ 採決 ※討論の有無により区分して採決

＼ ＼


